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第 250 回一関市教育委員会定例会 会議録 

１ 開催日時 

開会 令和５年４月 26 日（水）午後１時 30 分 

  閉会 令和５年４月 26 日（水）午後３時 44 分 

２ 会議の場所 

一関市役所花泉支所教育長室 

３ 出席者 

  教育長  小 菅 正 晴 

  委 員  伊 藤 一 志 

  委 員  佐 藤 一 伯 

  委 員  桂 島 加奈子 

  委 員  大 浪 友 子 

４ 会議に出席した関係者及び職員 

教育部長             及 川 和 也 

  一関図書館長           藤 倉 忠 光 

  教育部次長兼学校教育課長     八 木 浩 司 

  教育総務課長           遠 藤   実 

  文化財課長兼骨寺荘園室長     氏 家 克 典 

  一関市博物館次長         佐々木 修 路 

  いきがいづくり課長        伊 藤 信 子 

  教育総務課庶務係長        宮 野 真知子（記録） 

５ 傍聴者の数 

  １人 

６ 議題及び議決事項

  議案第 16 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 

  議案第 17 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 

  議案第 18 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 
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７ 報 告 

⑴  一関市教育委員会公印規程の一部を改正する規程の専決処分について 

⑵  一関市議会定例会第 102 回２月通常会議（一般質問）の状況について 

⑶  いじめの発生状況について 

⑷  行事報告及び行事予定について 

８ その他 

⑴  令和５年度学校教育行政の方針及び指導の重点について 

⑵  令和５年度社会教育行政の方針について 

⑶  その他 

９ 会議の議事 

○教育長 ただいまから第250回一関市教育委員会定例会を始めます。 

協議第16号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 

協議第17号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 

協議第18号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 

○教育長 議事日程第 1 議案第 16 号文化財の指定に関し議決を求めることについて、こ

れ以下一括でいいですか。 

また、次に議事日程第 2 議案第 17 号文化財の指定に関し議決を求めることについて、

同じく議事日程第 3 議案第 18 号文化財の指定に関し議決を求めることについて事務局か

ら提案願います。 

教育部長。 

○教育部長 資料の 3 ページ目をご覧いただきたいと思います。議案第 16 号文化財の指

定に関し議決を求めることについてでございます。こちらにつきましては大東町の市の民

俗資料館に保管されております、銚子浪分神社の猫絵馬、356 点につきまして、市の文化

財保護条例第 27 条の規定により、市指定の有形民俗文化財に規定しようとするものでご

ざいます。こちらの文化財保護条例の第 27 条の規定というのは、教育委員会は、市の区

域内に存在する有形の民俗文化財のうち重要なものを市指定の有形民俗文化財に指定する

ことができるという規定でございます。 

続きまして次のページ、議案第 17 号になります。こちらにつきましては大東の市の民

俗資料館及び千厩のせんまや街角資料館に展示されております、かま神４点につきまして、

同様に市の有形民俗文化財に指定しようとするものでございます。続きまして次のページ

の第 18 号になります。こちらにつきましても、大東の市の民俗資料館に展示しておりま
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す油しめ１点について、同様に市指定の有形民俗文化財に指定しようとするものでござい

ます。 

この３点につきまして、詳細につきまして、文化財課長から説明をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

○教育長 文化財課長。 

○文化財課長 （説明） 

○東調査研究員 （説明） 

○教育長 説明は以上ですか。 

文化財の指定に関して３種類ほど提案ありましたが、これについて何かご質問、ご意

見をよろしくお願いします。 

伊藤委員。 

○伊藤委員 まず 1 点ですけれど、本当に素晴らしい資料、価値観の高いものだと思いま

すし、いいなと私は思いますけれども、これに関して、例えば指定された場合に修繕する

ような内容のものがあるのかというのが 1 点と、もし修繕する場合にはどこからそういう

お金が出て運用されるのか、やっぱり維持するのにこういう資料価値の高いものを維持す

るのにはすごく大変だと思うんです。 

そういう風なところは、どういう形でお金が使われるのかというのをお聞きしたいな

と思います。 

○教育長 文化財課長。 

○文化財課長 修繕につきましては、市が所有しているものについてはご寄贈を受けたも

のにつきましては、市の予算の範囲内で優先順位をつけながら修繕させていただきますし、

あとは個人がお持ちのものにつきましては、市指定の文化財につきましては修繕の補助を

させていただいておりますので、そういったものを活用していただきながら維持していた

だくというような形になります。 

○教育長 そこは修繕の補助みたいなものを簡単に説明してください。 

文化財課長。 

○文化財課長 修繕の補助につきましては、こういった民俗文化財につきましては、修繕

の費用から 10 万円を差し引いて、その半分について補助させていただくというものでご

ざいます。 

ただ、上限は 200 万円ということになっていますので、お金の出所ということにつき

ましては、やはり、その予算の範囲内で優先順位をつけながら運用するというような形に

なろうかと思います。 

○教育長 例えば 110 万円修繕費がかかるとすると 10 万を引いて半分ですから、50 万円
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を自分で出せば 110 万円の修繕ができるという、そういう意味ですね。 

○文化財課長 そうです。 

○教育長 文化財全体がそういう形ですよね。 

○文化財課長 文化財全体がそういう形です。 

○教育長 その他いかがでしょうか。 

佐藤委員。 

○佐藤委員 一つだけ教えていただきたいのですけれども、この猫絵馬の指定が 356 点と

いうことで、別当家でご所存の 368 点から 12 点が除かれるということですけれども、こ

の 12 点は別当家の方で所存されるからというのが理由だと思うんですけれども、資料価

値がないという意味ではなくて、おそらく資料の調査とかそういった点で除かれたのでし

ょうか。そこだけで教えてください。 

○教育長 文化財課長。 

○文化財課長 別当家で保管されるものについては、特に別当家の方からこの 12 点につ

いては保管したいというような申出があったもので、特に文化財的な価値が落ちるとか、

そういったことではございません。 

○教育長 よろしいですか。その他いかがでしょうか。 

桂島委員。 

○桂島委員 今回、有形文化財というのは３点と言いますか、３項目の指定をということ

なのですが、今の段階で有形文化財に限り、あと何点くらいというか、今後指定を受けよ

うといろいろ調査したりというものがあるのかな、というのをお聞きしたいなと思います。 

今、有形無形から全部で入れると大分な数になると思うので、今は同じ有形文化財の

方でお聞きできればと思います。 

○教育長 文化財課長。 

○文化財課長 今文化財指定をしようとして調査を進めている物件については、やはり

10 数件ございます。こちらの文化財指定の流れにもございますとおり、まずは所有者の

方の承諾が必要になるものでございますので、現時点で具体のものについてお話するのは

ちょっと差し控えさせていただきたいと思います。申し訳ありません。 

○桂島委員 10 数件という、それだけで大丈夫です。 

○教育長 その他いかがでしょうか。 

私の方から、議案第 16 号のところに寄託という言葉があるんですが、寄託という意味

は所有は個人で、一時的に預けるという意味なのかどうかということと、それをすっかり

あげますという場合には寄贈という言葉を使うのかどうか、そのあたりを説明してくださ

い。 



5

もう一つは猫山、昭和 52 年くらいまでの部分なので、かなり新しいものまで入ってい

るわけですが、そうすると簡単に言えば、この辺にいる子どもがこうやってやれば文化財

になるのかという話にもなると思いますが、これは古さは関係ないのかどうか。 

文化財として指定する場合に、あまり現代に近いものを指定し始めるときりがなくな

ってしまうのではないかという感覚もあるのですが、このあたりどうなんでしょうか。 

この２点説明をお願いします。 

文化財課長。 

○文化財課長 まず、寄託と寄贈でございますが、個人の所有者の方が、我々に文化財の

維持はやはりそれなりの手間暇がかかりますのでこれを預けます、なので保管してくださ

い。活用してください、そういったものが寄託でございます。なので、所有権は個人の方

に残ります。我々はそれを保管し、活用するという形になります。 

それがさらに一歩進んで、市の方に教育委員会の方にあげますということになれば、

寄贈という形になります。 

あとは新しいものでも、というようなことでございますが、こちらの指定基準にあり

ますとおり、特色と示すもので典型的なもの、そして今後は手に入らないものというよう

なものであれば、時代がかなり遡っても文化財と、特にもこういった民俗文化財としての

価値は損なわれないものだと考えております。 

現在この猫絵馬については、養蚕業の衰退に伴いまして奉納されておりませんし、こ

れからも見込みはなかなか薄いというところで、今回指定させていただいたところでござ

います。 

○教育長 もう一つ追加で 356 点の猫絵馬ですが、他の例えばかま神は代表的なものを指

定するという形をとっているわけです。今回も代表的な４点を指定するという形をとって

いるのですが、この猫絵馬については 356 点というものすごい数になるわけで、これを結

局典型的なものを絞り込んで指定した方が、何となくいいような気もするんですが、ただ

一方、今回国の方で重要文化財にしようとしている大槻家の文書とか、全部で 4,000 点の

部分を、国の方では重要文化財に指定しようとしている。ということは、件数はいっぱい

あるのですが、セットとしてやるというのはそういうニュアンスなのか、意味合いを持つ

のか、そのあたりをちょっとお願いします。 

文化財課長。 

○文化財課長 セットでの指定を考えております。 

かま神につきましても、今回こちらの資料にもありますとおり、なかなかこういった

文化財に対する認識が低いばかりに捨てられてしまう、廃棄されてしまう、そういった危

険性もあるということで、このかま神というのは当地方に独特なものでも価値の高いもの



6

なんだよということを再認識してもらうために、指定するという意味合いもございます。

そういった意味もございまして、現在市で所有もしくは寄託を受けているかま神について、

まずは指定すると、今後、市の方に寄贈いただいたり、寄託していただいたりしたかま神

については、さらに追加して、それもその一群として追加指定も視野に入れて考えており

ます。 

○教育長 東調査研究員。 

○東調査研究員 資料群については、考え方としてはその全体像を指定するということで、

その当時の文化変容も含めた文化などが分かるということで、資料群指定ということが適

当だと思います。 

その意味で、この猫絵馬の方は、全数を指定いたしました。 

○教育長 資料群ですね。資料群として指定した場合には、例えば新たな猫絵馬が出てき

たと見つかったと、これは教育委員会議にかけないで自動的に文化財としての扱いをして

いくということなのか、１点ずつ入れるとすれば 357 点目を 1回ごとにこの会議にかける

のかどうか、その辺りどうなのでしょうか。 

○東調査研究員 形としては、追加指定ということで資料の数を変更していくことになり

ますので、それをどういう形で議案にするのか、もしくは書類上でお願いするのかという

のは検討すればいいことですかね。 

基本としては変更すると、その都度資料数は変更して追加指定をしていきます。 

○教育長 文化財課長。 

○文化財課長 もちろん追加指定につきましては、文化財調査委員会議の方で同意をいた

だくものとなると思います。そういったことも踏まえて、教育委員会定例会の方でも教育

委員の皆様にお示ししながら、決定を求めたいなと考えているところでございます。 

○教育長 その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは議案なので 1 点ずつ採決を取りたいと思います。 

まず、議事日程第１、議案第 16 号文化財の指定に関して議決を求めることについて、 

これについては猫絵馬についてであります。 

承認の方、挙手願います。 

はい、ありがとうございます。満場一致で承認されました。 

続きまして議事日程第 2 議案第 17 号、同じく文化財の指定に関して議決を求めること

について、これについてはかま神についてであります。 

これについて、賛同の方、挙手願います。 

はい、ありがとうございます。 

満場一致で採択されました。 
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議事日程第 3 議案第 18 号、文化財の指定に関して議決を求めることについて、これに

ついては油しめについてであります。 

これについて、賛同の方、挙手をお願いします。 

はい、ありがとうございます。 

満場一致で承認されました。 

以上で議事については終了いたします。 

報告⑴ 一関市教育委員会公印規程の一部を改正する規程の専決処分について 

○教育長 ３番の報告に入ります。 

報告⑴一関市教育委員会公印規程の一部を改正する規定の専決処分について、事務局

から提案願います。 

教育総務課長。 

○教育総務課長 （説明） 

○教育長 それでは報告でありますが、これについて何かご質問ありますか。 

ひとつだけ説明してください。共同実施という、前からいた方はわかるかもしれませ

んが、時々出てきますので、どういう組織なのか説明していただけますか。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 共同実施は各小中学校に配置されている事務職員のまとまりであります。 

旅費や県費、市費に関わっての手当などそういったものを複数学校でお互いに確認し

合いながら提示をする、そのような仕組みをとるグループとなっております。 

○教育長 国の方でも、これは文部科学省がそういう形で通知していて、それに基づいて

市の方でも規則としてこれを作っているということであります。 

今、事務職は学校に 1 人で、当然若い方も入ってきますから、それを指導する場合に

管理職である校長、副校長がなかなか指導することは、具体的な中身になりますから難し

いということで、グループを組んでその中のトップ、副あたりが中心になって学校を回っ

て、その学校の事務職のやっている事務の中身がちゃんとなされているかどうかをチェッ

クをするという、グループを作っております。 

決裁権限も校長から共同グループの長に決裁権限が移っているものもありますので、

その方がＯＫを出せば、それで通るという仕組みになっております。県全体でもこういう

動きになっているところであります。それが共同実施ということでありますので、報告い

ただきました。 

よろしいでしょうか。 

それではこれについては終わります。 
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報告⑵ 一関市議会定例会第102回２月通常会議（一般質問）の状況について 

〇教育長 報告⑵一関市議会定例会第 102 回２月通常会議一般質問の状況につきまして、

報告願います。 

教育部長。 

○教育部長 それでは資料ナンバー２をご覧いただきたいと思います。令和５年２月の市

議会の代表質問、一般質問の状況についての質問となっております。 

今回の議会におきましては、各会派からの代表質問として、教育委員会に関する質問

は４名の方から出されております。 

また、一般質問については、教育委員会関連の質問について、７名の方から質問をい

ただいたところでございます。 

そのうち、多い内容としましては、まずコミュニティスクールに関する質問が３名の

方からいただいております。質問の内容は、設置の状況であったり、設置してからの課題、

そして今後の取組やどのような取組をしていくのかというような質問があったところでご

ざいます。 

今回、不登校に関する質問は５名の方から出されております。不登校の実態だったり、

具体的な取組に関する質問でございました。 

また、今回はフリースクールについての質問が３名の方から、教育委員会とフリース

クールはどのような連携を取っていくのかということであったり、フリースクールへの経

済的な支援についての考え方というような質問があったところでございます。 

また、市立図書館についての質問が２人の方から出されております。電子図書館に関

する部分。あとは、図書館施設の環境整備に関する質問が出されたところでございます。 

具体的な答弁の要旨等につきましては、後ほどご確認いただければと思います。 

○教育長 それでは、ただいまの報告につきましてご質問ありますか。 

私の方からの付け加えですが、今説明したフリースクールの質問は不登校に関わって

です。不登校については、非常に多いということは前にも教育委員会の中でお話しさせて

いただきましたが、その関係で不登校を再登校させることだけを目的にするのではなく、

その子どもの社会的にも自立できるようにやっていくべきだというのが最近の文部科学省

の考え方でありますので、登校すればいいという考え方ではなくて、その中で今不登校に

なっている中で、子どもの学ぶ場所をできるだけ確保していってください、というのが国

の考え方でありますので、その一環として学校以外のところでも学ぶ場はつくるべきだと

いう。そういう考え方が結構出てきておりまして、当市の中でもフリースクールについて

随分質問が出ました。具体的に名前は言うわけにはいきませんが、市内の中でもフリース
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クールを作って、学校に行けない子どもをそこで預かって何らかの教育に関係することを

やっていこうという動きが実際に出ているところであります。そういう動きがあるもので

すから、議員さん方の中でもそういう部分をキャッチしまして、それに対する教育委員会

の考え方を聞きたいということで質問として結構出てきたところであります。 

ちなみに、不登校については、この議会の段階ではまだ２月議会は３月に行われたの

で、不登校の令和４年度の結果はまだこの段階では出てなかったので、その段階では言え

なかったんですが、令和４年度の不登校について、令和４年度は市内の小学校では、30

日以上の不登校が 85 人に１人の割合で出ています。中学校は 20 人に１人の割合で出てき

ているということでありますので、かなり令和３年度と比べても増加しているという状況

であります。これはまだ全国と県は令和４年度のデータは出ていませんけれども、市内は

こちらで把握できますので、令和４年度はそういう結果になったということで、３年度と

比べても増えたということになります。昨日ちょうど県の教育委員会と市町村の教育長た

ちの懇談会中でも、不登校については一番の話題になってきておりまして、非常に増えて

いる状況を、憂慮されているということの話が出されたところでありますので、この問題

については今後も課題としていろいろ出されるのかな、というふうに思っております。と

同時に、この中でタイトルとしては出てなかったかもしれませんが、不登校の特例校とい

う話も質問の中では触れられました。これは国が認めて不登校の子どもを学校にフリース

クールとは違って、教育課程をちゃんと組んだ学校を作って、そこに不登校の子どもが入

ってくるというシステムを、全国で今 21 カ所ほど作ってやっています。私立が半分ぐら

い、公立が半分ぐらいであります。 

近くでは宮城県の富谷市に不登校特例校が昨年度できまして、１年経ったところであ

りますが、私も行って見てきましたけれども、17、8 人子どもたちが一応登録して、富谷

中学校の分校を作りました。だから学校なものですから、これは文部省の特例校の認定を

受けた学校です。当然分校ですが学校ですから、そこに教員の数が配置される。自動的に

学級ができますので、中学校なので 3 クラスなので、3 クラス分の教員が国から配置され

る、国の金で配置される。それにあとは市から会計年度職員をプラスして、学校を運営し

ているという形でありました。行って聞いたのは、非常にうまくいっている。うまくいっ

ているというのは、子どもたちが継続して通ってきていて、それなりに生き生きとやって

いるという状況です。もちろん子どもはプライバシーの関係があるので、参加者にも見せ

ませんので、話だけ聞いてきた状況ですが、割とうまく回転しているなという感じは受け

ました。 

ただ、これを市の責任という話も議会の中ではどうなんだ、ということで質問されま

したけれども、見てきての感想としてはですね、市内でもしやろうとすれば一つは何人来
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るかわからない、というのが一つはあります。その何人来るかわからないのに学校を設置

できるのかという部分が非常に課題だなということを感じています。 

もう一つは富谷は仙台のすぐ近くなのですが、非常に面積が小さいので、スクールバ

スのようなバスを３台ほど契約して回りながら集めてきているのですけれど、これ一関市

をやるとすれば、この広域なのでこれが果たしてできるかどうかという部分があるので、

そういった部分が課題かなというふうには思っておりました。 

すぐにということには、なかなかならないかもしれませんが、研究は続けていく必要

があるかなと思います。 

国は、できるだけ全国で増やしたいという意向ですし、県の方も岩手県内にはないん

ですが、県の教育委員会も非常に注視しているという状況であります。付け加えさせてい

ただきます。 

これについてよろしいでしょうか。 

大浪委員。 

○大浪委員 この質問の中で気になった点があるんですが、7 ページ目にありますが、先

生方の時間外勤務の部分であります。 

こちらが令和２年から令和５年までの数を載せていただいておりますが、全く減少は

していないということで、現状はということに対して数字を載せていただいているんです

が、これを改善するための策というのは何か具体的に取られているのかな、ということを

感じました。月 80 時間を超えるというのはやはり民間としてはあまりありえないのかな

ということを感じますし、次ページにいきますと、健康診断のＣ判定 33.4%とかなり高い

割合でＣ判定を受けている先生が多いというのが分かります。これではやはり、先生にな

ろうとする方がどうしても少なくなるのはしょうがないのかな、という数でもありますし、

せっかく先生になっていただいても体調が優れなくなるというのも納得できる数字になっ

てしまうので、この点の改善の仕方というのは、どのような方向で進んでいるのか教えて

いただきたいと思います。 

○教育長 ありがとうございます。 

こちらに来たばっかりですが、課長に答えてもらってあと補足を私の方でさせていた

だきます。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 教育委員会からの通知の中で、夜８時を超えないところで各学校帰宅時

刻の目標を立てる、ということ。それからあと各校仕事の軽重をつけて、ということで、

学校それぞれの課題に応じた形で仕事には軽重をつけながら、ただ８時以降は残らないよ

うにということを目標に、それを約束として取り進めていただくという形での働き方、と
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いうのが実際のところでございます。 

○教育長 この数字は私の方の補足で、ちょうどコロナ前にこの取り組みが実は始まって、

要するに残業の時間をチェックするというのはこの直前に始まったんですね。 

在校等時間という考え方で、学校にいる時間という。そもそも教員は残業がないこと

が前提になっているので、残業という言葉が使わないことになっているので、それが在校

等時間ということで、国の方からは把握をするということでおりて来ているんです。 

その把握が始まったのが結局令和元年のあたりですが、ここに合わせてコロナが来て

しまったんですね。ですから、そういう部分で数は出ているんですが、そしてコロナが回

復すると結局教育活動が前に戻ってしまったと、それで、結局進展が見られない状況が、

数字としては現れてしまっている状況です。 

ですから、今後コロナから通常の教育活動に戻って、今後取り組みを続けることによ

ってできるだけ減らしていく必要があるのかなと思っています。 

今、ご指摘の 80 時間以上がこの人数ということですが、教員世界ではこれが当たり前

になっていた、というのが全国的に問題となって、それでこういう調べ方がスタートした

ということです。いわゆる過労死時間が全国で調べてさえ、半分近くは過労死の該当者だ

ったという状況です。教員の働き方はこれ、長い年月こうなってきたものですから、学校

の先生方の文化とは言えませんが、働き方の中にそれが当たり前のように定着してしまっ

たということになって、非常にこれが今問題視されているところで、教育委員会も何とか

してこれを改善したいなと思うところですが、教育課題はどんどんどんどん増える一方で、

不登校は増える、いじめはある、ＩＣＴは来る、英語は来るとか、どんどん新しいのが来

るものですから、なかなか進んでいかない、というのが現状ですが、ただ意識化はかなり

されてきているというふうに思っております。 

今後もぜひ改善に努めていきたいと思っております。 

はい、その他いかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは報告の⑵については終わります。 

報告⑶ いじめ発生状況について 

〇教育長 報告⑶いじめの発生状況について、事務局から報告願います。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 （説明） 

○教育長 休憩を挟みますので、ここで一旦今のペーパーの部分について質問、意見があ

ればお願いいたします。 

佐藤委員。 
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○佐藤委員 数字のことについてはご説明いただきありがとうございました。 

現場の先生方が、実際に生徒や児童と触れて、肌感覚でここ近年のいじめがどんな風

に増えているとか減っているとか、こういう変化があるというものをもし感じ取っている

ものがありましたら、教えていただきたいと思います。 

○教育長 これは学校教育課長がこの間まで学校の校長先生でした。肌感覚でわかってい

ると思います。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 肌感覚で、子どもたちのいじめというのは、子どもが嫌だと思っている

部分については、子どもたちから担任の先生に上がってくることが非常に多いです。

また、年に３回４回といじめ感に関するアンケートを取っていますので、そこに出て

くる子どもたちの声を吸い上げるというのもそのとおりです。 

あわせて子どもたちの表情、例えば小学校ですと１日付き合っておりますので、昨日

と今日で表情が変われば、それに対して声を掛ける、そういう担任が実際本当にたくさん

おりますので、そういった意味では肌感覚で感じ取って、その言葉をいじめとして取り上

げて数字として上げてくる、つまりは校内において共通の情報として集約されていくもの

にするのか、それとも担任レベルのところで取り下げてしまうのか、そのあたりが教員の

裁量に関わってくる部分になります。逆に言うと、そこが担任の持ち合わせるアンテナの

高さということとも言えます。 

中学校に関しては教科担任ですので、複数の学期を持つことになりますので、より多

くの先生方の目に子どもたちが止まることになります。そうしていったときに、やはり気

がついた段階で担任に声が掛かり、担任から子どもたちに声が掛かり、状況を把握し、そ

れをいじめとして上げるかどうか、学校での判断というふうになってまいります。 

トラブルの域で止めるか、それとも子どもたち、やっぱり嫌だよっていう声を吸い上

げるか、家の方から出てくれば、それはやっぱりいじめとして取り上げる必要のあるもの

になりますが、子どもたちから上がってきたものをその場で解決するか否かというところ

はまだまだ担任のその感覚に預けられているというのが実態です。 

○教育長 伊藤委員。

○伊藤委員 私の場合は質問ではなくて意見なんですけれども、子どもの中にも、いじめ

の認知に関するこの内容をうまく利用して、本当になんともないなといじめられたとかい

うふうな形の子もたくさんいるらしいんです。そういうのを教師として見極める必要があ

るのかなという、先ほど学校教育課長がお話しされたように、アンテナを高くして見極め

るというのがすごく大切だなと。ぜひ見極めをしていただきたいな、というのが１点。 

それからもう１つ、保護者のいじめに対するその認識もまちまちなんです。私は現職
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の時は特に感じましたけれども、中学校とかは何それぐらいのことという感覚の保護者が

割と多かったんです。それでこうだああだと精神的に苦痛を感じたという、これはもう親

御さんが中学校時代には考えられなかったような形だから、こんなのはいじめではないだ

ろうという感覚の保護者がまだいるんです。ですから、そういうものも踏まえて、時代が

変わって、今は特にこういうふうに列挙したものがいじめです、ということをぜひできれ

ば、保護者にもことあるごとに通達、通知、そして注意徹底をしていただきたいなという

のがお願いです。 

○教育長 何かコメントありますか。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 今のご意見について、大変ありがたいです。 

各学校のいじめの推進に一つ、校長先生方にも情報としてお伝えしたいなというふう

に感じたところでございます。ありがとうございます。 

○教育長 私からちょっと補足です。この状況について、一関市は令和３年から令和４年

度１校あたりが倍になっているんです。逆に今の時代は、いじめの１校あたりの検出が少

ないとアンテナが低いんじゃないか、という指摘の方がむしろ多いんですよ。 

だから、そういう指摘を実は４月にいじめ対策の推進委員会を年１回やってますので、

その中にもやっぱり指摘がありまして、全国と比べても県と比べてもいじめの認知件数が

低いのではないか、という指摘を受けました。それは前からの指摘もありましたので、先

ほど学校教育課長が話したように、いじめの報告のやり方を変えました。それで若干上が

ってきた、上がったからいいとか悪いとかって言い始めると、多いほどいいのかって話に

なってしまうので、難しいところなんですが、ただこれまで一関市ではいじめがあるとそ

のいじめ１件について文章で全部書いて、全部報告させていました。これやると学校が、

何 10 件と毎月文書を書かなくてはいけなくなってしまって、それが嫌だから報告の件数

がどうしても抑えられてしまった傾向があるので、昨年度からはそのやり方を変えまして、

重大事態につながりそうなものは細かく報告を受けますが、それ以外は学校の判断でいじ

めと判断したものは件数だけ報告してもらうことにしました。その結果、若干増えてきた

という部分であります。 

あと、もう一つは非常に難しい部分ですが、いわゆるいじめ、例えば市内の 185 件、

昨年度いじめの報告がありました。この 185 件のうち、ざっくり言えば、９割ぐらいは先

生が指導すれば分かりましたと、もうしませんという形でうまくいきますが、残り１割は

なかなか解決が難しいです。それでも時間をかければなんとかなるんですが、中には本当

に数件ですが、最後まで事態が分からない、片方のいじめた方といじめられた方の言い分

が食い違うという部分が最後まで埋まらなかったり、それから逆にそのことで、いじめら
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れた方の親御さんといじめた方の親御さんに連絡したときに、お互いにいがみ合いになっ

てしまうケースが結構あります。片方は自分の子供をいじめてそんなことやってないって

いうのになんだという話になるし、加害者扱いするのかという話になるし、こちらはいじ

められているのは事実だろうという話になる。これが親御さん同士のいがみ合いに発展し

て、あとはそれに対して学校に対する批判になったり、中には非常に難しい案件が毎年の

ように出ているのが実態です。 

全国でもいろんないじめに関しての書類を見ると、全国でもそういう案件が非常に増

えているんです。 

それの極端な例が、いじめ重大事案で調査委員会が入って、例えば自死などの問題に

ついてもなかなか加害と被害の一致がしなくて、それが非常に解決が難しくなっている事

例もありますので、そうならないようにしていかなければいけないのですが、中には難し

い案件が非常に含まれているということを分かっていただければと思います。 

よろしいですか。 

桂島委員。 

○桂島委員 先ほどの教育長のお話で細かい報告をしなくなって、一か月に一回報告によ

って件数が上がったということなので、逆に言えば吸い上げるものが増えたということだ

と思うので、今まで見過ごされていたものが件数として上がってきたということになると

思うんですけど、そういった意味で数が多くなってきただけを悪いとかという判断ではな

くて現場の声が上がってきたということだと思うんですが、それによって逆に重大事案と

いうか、それにつながるものが減ってきたようなものがあるのか、反比例になったのかど

うかとか、そういうところはどうなのかな。データ的にまだ報告の体制が変わってからま

だ経ってないと思うので、結び付けは難しいかと思うんですが、今の感覚的なものでもい

いので、教えていただければなと思います。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 令和４年度は重大事案に出す事案は生じておりません。 

令和３年度に１件が起きているんですけれども、それについては後で口頭で申し上げ

ますけれども、まだまだ解決はせずということで、引き続き学校からは情報を吸い上げな

がら、委員会としても一緒になって考えていくというスタンスで行っているところでござ

います。 

○教育長 よろしいですか。 

それでは一旦休憩で入ります。 

（休憩） 

〇教育長 それでは再開します。 
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よろしいでしょうか。 

いじめの発生状況についての報告は以上とします。 

報告⑷ 行事報告及び行事予定について 

○教育長 報告⑷、行事報告及び行事予定についてです。私の方から行事について主なと

ころだけ報告いたします。 

行事報告の用紙の 1 ページご覧ください。 

前回の教育委員会は３月の 23 日でありましたので、それ以降のことについて報告いた

します。 

24 日、社会教育委員会議。令和４年度の最終の会議でありましたが、令和５年度の方

針、それから図書館、博物館、文化財等の事業計画をここで話していただきました。 

この中で、特に大東中学校の文化祭でのビデオをみんなで視聴しまして、地域の未来

について考えるという、中学生自身が自分たちで劇を作って、それを考えたという機会の

そういう部分も、みんなで見たところであります。 

４月に入ります。４月３日、教職員の着任式がありました。 

教育委員さん方、出席ありがとうございました。 

今回は新しい校長が９名、副校長が３名、事務職が３名、養護教員が 30 名、新採用が

17 名、一関市に転入してきております。 

なお、この令和５年度になりまして、皆さん方もご存知ですが、小中学校 43 校あった

のが 35 校でスタートしております。小学校 21 校、中学校 14 校、児童生徒数は合計 7070

名でスタートしております。 

４月５日、デジ田と書いてある用語だけ話をさせていただきますが、デジタル田園都

市国家構想という国が打ち出した振興策でありまして、これについて市の方で、市が手を

挙げてこれに応募して採択になったところであります。ただ、今後これをどういう風にす

るのか、使うのかという部分については、さらに市の中での査定等を受けて決定される見

込みであります。 

市の教育委員会としては、各学校の電子黒板をたくさん導入しながらＩＣＴ教育につ

なげて行きたいというような要望として出しているところであります。 

同じ５日、ＪＡバンクの食農教育の副読本を寄贈いただきました。この中で、農産物

の状況とか給食の状況等について話題になったところであります。 

６日、花泉小学校の開始式がありました。これは開校式ではありません。正式には６

月過ぎに開校式を行う予定であります。その時は教育委員さんの方に出席をお願いすると

ころでありますが、この開始式はあくまで一つの区切りとして新しい学校をスタートした
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というので、私教育長と部長以下、あとは支所長も含めて出席させていただいたところで

あります。 

同じ６日、市立幼稚園こども園長会議がありました。今回、健康こども部の方に幼稚

園についての所管が移ったところでありますが、この園長会議については、教育に関係す

る部分について会議を持ったところであります。 

４月７日、藤沢小学校の開始式がありました。これも開始式という名前でなっており

ますが、藤沢小学校と新沼小学校が統合しました。新沼小学校は閉校したんですが、藤沢

小学校は新しい学校ではありませんので、開校式にはなりません。ですから、区切りとし

て開始式という形で私が出席させていただいたところであります。 

同じ 7 日、教育研究所の運営委員会がありました。学習、それから相談活動、講演会、

資料の作成等の今年度の計画をしたところであります。 

８日、大東中学校の開校式がありました。これは学校がスタートするという内外に対

してやったものでありますが、教育委員さん方にも出席いただいたところであります。大

東中学校の校歌、校章等も新しくなりスタートしたところであります。なお、校歌につい

ては、有名な森山直太朗作曲、御徒町凧作詞のものでありまして、御徒町凧という作詞家

の両親が大東町出身ということで、この当日も御徒町凧氏がこちらの方に見られまして、

開校式に出席されてお話をいただいたところであります。詩人でありますので、やはり話

も非常に子どもたちを集中させるものでありました。 

次のページ２ページであります。 

11 日、第１回の校長会議がありました。花泉支所で今回は行いました。 

年５回校長会議を行っておりますが、昨年度からプラス２回目。ウェブの校長会議も

スタートしているところであります。 

12 日、市内の高等学校の校長会議がありまして、毎年、年に１回だけ、高校の校長先

生方のところに、市の小中学校の教育状況について説明をさせていただいていますので、

ここでも一関一高が会長をやっていますので、ここに出向いてお話をさせていただきまし

た。 

同じく 12 日、臨時校長会議が花泉支所でありました。中学校の臨時校長会議でありま

したが、地域部活動についての再確認の校長会議を行っております。 

13 日、新任転任の校長研修、新任転任の副校長の研修会をここで行いました。今回、

新しく校長は９人、副校長は３人転入してきておりますので、その方々に一関の教育の状

況、地域の文化財等の状況についてもお話をさせていただいたところであります。 

14 日、管内の教育長会議がありまして、管内の校長会議をやりました。この管内とい

うのは県の方の教育事務所が主管する会議であります。市の方で市立学校の小中学校の校



17

長さんを集めてやる会議を校長会議と言っていますが、この管内校長会議は教育事務所、

県が直接主催するもので、私もそのところには出てきております。 

15 日、春季水路整備の開会行事。骨寺村荘園遺跡でありまして、年２回土水路整備を

やっているものですから、開会行事に私も参加させていただきました。 

課長ほか、午前中でしたが、土水路整備に参加しております。 

なお、本寺を中心として、田植えとか稲刈り、米納めも今後行われる予定であります。 

なお、世界遺産に向けての状況については、前に 1 度報告させていただいております

が、後日の教育委員会議でその動向について報告させていただきます。 

17 日、一関市いじめ問題対策連絡協議会がありました。これは年 1 回の会議でありま

すが、これについては教育委員会のほか、児童相談所、法務局、警察、市内の校長先生方、

それから教育事務所、健康こども部等が入った会議を年 1 回行っておりまして、先ほど学

校教育課長の方から報告させていただいたような中身について、事例も含めてここで紹介

させていただいて、協議を深めて連携を深めたところであります。 

20 日、東北の都市の教育長協議会定期総会が郡山市でありました。研修会もあわせて

やったところであり、３年ぶりの開催でありました。総会と諸課題の情報交換を行ったと

ころでありますが、情報交換のメインは地域部活動、そして不登校についてこの２つが大

きなテーマでありました。 

25 日、県の教育委員会と市町村教育委員会意見との交換会がありまして年３回やって

おります。昨日行ってまいりました。ここでも大きな話題はＩＣＴ、それから不登校、こ

れが大きな話題となったところであります。 

そして今日午前中、中学生の社会体験学習の実行委員会がありました。昨年度はコロ

ナの後に３年ぶりに実施できましたが、今年度も実施する予定でおります。今年度は全て

の中学校で５日間の実施予定で、計画を現在立てているところであります。 

行事報告については、以上です。 

何かご質問ありますでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは行事予定について事務局からお願いします。 

教育総務課長。 

○教育総務課長 （説明） 

○教育長 次回の教育委員会議は５月 24 日水曜日の午後１時半から予定したいのですが

よろしいでしょうか。 

その予定を入れておいていただければと思います。 

行事予定について、その他質問はありますか。 
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 それでは行事報告および行事予定については以上とします。 

その他⑴ 令和５年度学校教育行政の方針及び指導の重点について  

   ⑵ 令和５年度社会教育行政の方針について 

○教育長 ４番のその他に入ります。 

その他⑴令和５年度学校教育行政方針及び指導の重点につきまして、これ毎月重点に

ついて１項目ずつやっていますが、今日は全体についてお話をさせていただきたいと思い

ます。 

もう１点は、社会教育行政の方針についてもこの後お話をさせていただきます。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 （説明） 

○教育長 今日は全体の方向性についてでありますが、よろしいでしょうか。 

何かご質問ありますか。 

大浪委員。 

○大浪委員 １点ですが、キャリア教育の中の社会体験学習の部分についてですが、最近、

受け入れはしてないんですけれども、以前受け入れているとき、私は必ず国民の義務とい

うことについて生徒に聞くところから、社会体験学習というものを始めているんですけれ

ども、なぜ自分は働かなければならないのかということ、その働くことの意義という、そ

のところが私はすごく大事だと思っていて、そこから生徒たちと初日始めていくんですけ

れども、今まで答えられた子って一人もいないんですね。その学習の中で国民の義務とい

うものをいつ習うのかというのを私は把握していないんですけれども、なぜこの場に自分

たちが来ているのかということを理解しないで来ている子どもたちってすごく多い様な気

がしています。学校に行けと言われてこの行事があるから行っている、というような感覚

で来ている子どもたちがすごく多いなと感じていますので、ここの先には何があるのかと

いうことをぜひ教えていただいて、企業に学習に行かせていただければ、また子どもたち

の気持ちと未来への気持ちも培われるのではないのかなと常々感じておりましたので、ご

指導いただければと思います。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 ありがとうございます。 

ジョブカフェさんも事前の研修会等を受け入れてくださることになっておりましたの

で、活用を促しながら、そういう心構えを持って、何しに行くのかという目的意識を持っ

て取り組めるように進めていきたいと思います。 

○教育長 国民の３大義務については社会で小学校でも習うんです。小学校６年生で勤労



19

の義務という部分です。 

あとよろしいでしょうか。 

桂島委員。 

○桂島委員 先ほどのキャリア教育のことで、大浪委員さんに補足して、前にキャリア教

育について報告をいただいたときに、目的がわからないでただ来てというわけではなくて、

何のためにというのもそうですし、あとは企業の方も普段の仕事の手を止めて業務を止め

て、やっぱり地域の子どもたちのためにという思いで受け入れてくださっていると思うの

で、その学生さんもですし、保護者の方もそうですし、行けと言われたから来たとかでは

なく、感謝という気持ち、学生さんが来ることによって企業の方も学ぶことがあると思う

ので、お互いに学びながら、というのが一番いい関係かなと思うので、その感謝の気持ち

というのも伝えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

○教育長 今日ちょうど午前中、実行委員会をやりまして、校長先生方は３人しか入って

いないんですが、ＰＴＡの方々、それから商工会議所、それから市長部局の方とかって入

って、今日の会議は同じことがやっぱり出まして、今度担当者会議があるから、そこでも

またお話をさせていただきますし、あと校長会議の中で次長の方からお話を触れていただ

けるとありがたいなと思います。 

よろしくお願いします。 

あと、よろしいでしょうか。 

それではこれをもとにこれで令和５年度、昨年度と今後では変わらないんですが、右

側のやる中身は若干変わってきておりますので、これを柱にしてやっていきたいと思いま

す。そして、毎月一つずつ簡単になりますけれども、もう少し詳しくお話をさせていただ

きたいと思っております。 

では次に入ります。 

⑵令和５年度社会教育行政の方針について、いきがいづくり課長から説明願います。 

いきがいづくり課長。 

○いきがいづくり課長 （説明） 

○教育長 それではこの後図書館、博物館、文化財とありますが時間が推しているので、

３分くらいのところでまとめてください。 

図書館長。 

○一関図書館長 （説明） 

○教育長 博物館次長。 

○博物館次長 （説明） 

○教育長 文化財課長。 
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○文化財長 （説明） 

○教育長 ありがとうございました。 

かなり絞り込んでお話いただきましたが、何かご質問ありますか。よろしいですか。 

佐藤委員。 

○佐藤委員 社会教育主事の養成に係る予算を取られてると思いますが、それは市民セン

ターに勤務の方からの要望を受けて実施されるのか、それともある程度勧奨というのか、

市民センターの順番にそういった方をなるべく受講していただくような呼びかけもしなが

らというような形になっている。そこだけ教えていただけますか。 

○教育長 いきがいづくり課長。 

○いきがいづくり課長 各市民センターにこちらから呼び掛けをして、実際この社会教育

主事講習がだいたい２週間くらい結構な期間、日数かかりますので、やはり通常業務をや

りながら行ける体制かどうか、そういったあたりを市民センターの中でも調整等もありま

すので、実際この令和２年度から始めた事業でございますが、今現在この社会教育主事講

習を受講した市民センターの職員は３名となっております。 

○教育長 よろしいですか。ありがとうございます。 

その他よろしいでしょうか。 

それでは社会教育行政の方針については以上とします。 

⑶その他に入りますが、事務局から何かありますか。 

先に伊藤委員から。 

○伊藤委員 時間がおしているのに申し訳ございません。 

令和４年度は、話題になることはそんなになかったんですけども、私がすごく気にな

るのは宗教問題です。私も実際担任をしたことがあります。宗教上の問題から例えば校歌

を歌わない、それから校内では競うことを一切しない。あるいは例えば中学校に行ったと

きに武道の柔道とか剣道は一切しないとか、そういうお子さんがもしいた場合には、学級

経営、学年経営、学校経営が非常に困ったというのがまず１つで、そのお子さんも今テレ

ビで話題になっていますけれども、社会人になって、親の状況の中で自分がそういう場に

いたときに拒否できなかった、逃げることができなかったと自分の意思とは裏腹に、そう

いうものからなかなか逸脱できなくて貴重な青春時代とか、あるいは本当に貴重な小学校

時代、中学校時代、高校時代を過ごしてしまったと、今社会人になって自分がそこから離

れて自立したときに、すごく後悔したなんていうか、そういう言葉を一生懸命テレビを通

して全国に発信しているようですけれども、だからそういうことを考えると、私たち市の

中でも市の教育委員会でもそういう子がいた場合の対応を少し考えておく必要があるのか

なということを思いました。 
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ですから、例えば現実的にそういうお子さんが本市にいらっしゃるのかどうか、これを掌

握されているのかどうか。その辺ちょっともしあるかお聞きしたいなと思います。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 現時点で私の方では承知している事案はありません。 

○教育長 以前ですが、いずれそういう非常に宗教色の強い行動を規制する普通の慣習と

言われるような部分も含めて、同意できない方というのはいました。実際に外国籍を持つ

子どもも市内にいますので、宗教上の問題から様々な制約がある、時間の制約がある服装

の部分があるという、そういう子はいます。それは例えば、宗教に関わってそういう服装

ができないとかという部分については尊重するようにしていますし、例えば先ほど例に出

された応援に参加できないとか、競うことに参加できない、これも個人を尊重して対応し

て、個別に対応していく、という状況であります。それをさらに掘り下げて家庭の中まで

入って云々というのは、なかなかそこは難しいのが実態だと思いますので、そういう形で

対応していくという感じですね。 

その他よろしいでしょうか。 

その他⑶ その他 

○教育長 事務局からは特にありませんか。 

それでは以上で第 250 回一関市教育委員会定例会を終了します。 

ありがとうございました。 


